
国
際
財
政
学
会
第
六
八
回
年
次
大
会
に
参
加
し
て

山

田

直

夫

Ⅰ
．
国
際
財
政
学
会
の
年
次
大
会
に
つ

い
て

国
際
財
政
学
会
︵
In
tern
ation
al
In
stitu
te
of
P
u
b
lic

F
in
an
ce：
IIP
F
︶
は
、
一
九
三
七
年
に
パ
リ
に
お
い
て

設
立
さ
れ
た
財
政
学
・
公
共
経
済
学
の
世
界
的
な
学
会
で

あ
る
。
国
際
財
政
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ⑴

に
よ
る
と
、
現

在
、
約
五
〇
カ
国
に
約
八
〇
〇
名
の
会
員
を
有
し
て
い

る
。
毎
年
夏
に
開
催
さ
れ
る
年
次
大
会
︵
A
n
n
u
al

C
on
g
ress︶
で
は
、
著
名
な
研
究
者
に
よ
る
講
演

︵
K
ey
n
ote

L
ectu
res︶
や

個

別

の

研

究

報

告

︵
W
ork
in
g
G
rou
p
S
ession
s︶
の
ほ
か
に
、
デ
ィ
ナ
ー

な
ど
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ベ
ン
ト
︵
S
ocial
E
v
en
ts︶
も

行
わ
れ
て
い
る
。
今
年
は
八
月
一
六
日
か
ら
一
九
日
に
か

け
て
、
ド
イ
ツ
の
ド
レ
ス
デ
ン
に
あ
る
ド
レ
ス
デ
ン
工
科

大
学
︵
D
resd
en
U
n
iv
ersity
of
T
ech
n
olog
y
︶
に
お

い
て
、
第
六
八
回
年
次
大
会
が
開
催
さ
れ
た
︵
写
真
１
、

２
︶。
年
次
大
会
毎
に
ト
ピ
ッ
ク
︵
大
ま
か
な
テ
ー
マ
︶

が
設
定
さ
れ
る
が
、
今
大
会
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
P
u
b
lic

F
in
an
ce,
P
u
b
lic
D
eb
t
an
d
G
lob
alR
ecov
ery
で
あ
っ

た
。
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筆者撮影

写真１ 会場のドレスデン工科大学

筆者撮影

写真２ 会場前に設置された横断幕



開
催
地
の
ド
レ
ス
デ
ン
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
と

国
境
を
接
す
る
旧
東
ド
イ
ツ
の
東
南
部
に
位
置
す
る
ザ
ク

セ
ン
州
の
州
都
で
あ
る
。
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
宮
殿
や
教
会

が
建
ち
並
ぶ
大
変
美
し
い
街
で
、﹁
エ
ル
ベ
川
の
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
絵
画

を
数
多
く
所
蔵
す
る
ア
ル
テ
・
マ
イ
ス
タ
ー
絵
画
館
や
第

二
次
世
界
大
戦
で
破
壊
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
再
建
さ
れ

た
フ
ラ
ウ
エ
ン
︵
聖
母
︶
教
会
な
ど
が
あ
る
こ
と
で
も
有

名
な
街
で
あ
る
。
ま
た
、
開
催
校
の
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大

学
は
一
八
二
八
年
に
創
立
さ
れ
た
大
学
で
、
工
学
系
だ
け

で
な
く
、
経
営
・
経
済
学
部
︵
F
acu
lty
of
B
u
sin
ess

an
d
E
con
om
ics︶
な
ど
社
会
科
学
系
の
学
部
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
国
際
財
政
学
会
第
六
八
回
年
次
大
会

の
概
要
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
筆
者
が
興
味
深
く
感
じ

た
個
別
報
告
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
講

演
や
個
別
報
告
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
筆
者
の
関

心
は
法
人
税
を
含
む
所
得
課
税
に
あ
る
の
で
、
内
容
が
所

得
課
税
に
偏
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き

た
い
。
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
続
く
Ⅱ

節
で
第
六
八
回
年
次
大
会
の
概
要
を
説
明
す
る
。
そ
し
て

Ⅲ
節
と
Ⅳ
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
筆
者
が
興
味
深
い
と
感
じ

た
個
別
報
告
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
最
後
の
Ⅴ
節
で

は
、
次
回
の
第
六
九
回
年
次
大
会
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

Ⅱ
．
第
六
八
回
年
次
大
会
の
概
要

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
は
図
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
以

下
で
は
、
講
演
︵
K
ey
n
ote
L
ectu
res︶、
個
別
報
告

︵
W
ork
in
g
G
rou
p
S
ession
s︶、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ベ
ン

ト
︵
S
ocial
E
v
en
ts︶
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

説
明
し
て
い
き
た
い
。

⑴

講
演
︵
K
e
y
n
o
te
L
e
c
tu
re
s
︶

図
表
１
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
今
大
会
で
は
一
六

証券レビュー 第52巻第 9 号

─ 24 ─



国際財政学会第68回年次大会に参加して

─ 25 ─



日
に
二
つ
、
一
七
日
か
ら
一
九
日
に
か
け
て
は
一
つ
ず

つ
、
合
計
五
つ
の
講
演
が
行
わ
れ
た
。
図
表
２
は
今
大
会

の
講
演
者
と
そ
の
論
題
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
者

は
A
lb
erto
A
lesin
a、
Jam
es
R
.
H
in
es、
L
au
ren
ce

J.
K
otlik
off、
A
ssafR
azin
、
C
h
ristop
h
M
.
S
ch
m
id
t

と
い
う
五
名
の
著
名
な
研
究
者
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に

今
大
会
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
P
u
b
lic
F
in
an
ce,
P
u
b
lic

D
eb
t
an
d
G
lob
al
R
ecov
ery
で
あ
る
の
で
、
各
講
演
で

は
公
的
債
務
の
問
題
な
ど
が
財
政
学
・
公
共
経
済
学
の
観

点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
た
だ
し
各
講
演
者
の
論
題
か
ら
わ

か
る
と
お
り
、
講
演
内
容
は
幅
広
く
、
各
講
演
は
直
接
的

に
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
講
演
と
も
講
演
時

間
は
一
時
間
で
あ
る
が
、
最
後
に
会
場
か
ら
質
疑
を
受
け

る
時
間
が
設
け
ら
れ
た
。
多
く
の
国
で
財
政
収
支
の
悪
化

や
債
務
残
高
の
累
積
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
限
ら
れ
た
時
間
で
は
あ
る
が
、
活
発
な
質
疑
応

答
が
交
わ
さ
れ
た
︵
写
真
３
︶。

証券レビュー 第52巻第 9 号
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Fiscal policy and migration

The clash of generations: ending fiscal

child abuse*

Weathering the crisis and beyond: per-

spectives for the Euro area

The changing environment of corporate

taxation

Fiscal policy after the great recession

論 題

＊当初の予定では Fixing Americaʼs fiscal policiesであったが変更された。

（出所）国際財政学会資料より作成

Alberto Alesina

Harvard University

James R. Hines

University of Michigan

Christoph M. Schmidt

RWI Essen

Laurence J. Kotlikoff

Boston University

Assaf Razin

Tel Aviv University & Cornell University

図表２ 第68回年次大会の講演者と論題

講演者・所属



⑵

個
別
報
告
︵
W
o
rk
in
g
G
ro
u
p
S
e
s
s
io
n
s
︶

図
表
１
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
個
別
報
告
は
大
会
期
間

中
の
す
べ
て
の
日
に
行
わ
れ
た
。
写
真
４
は
そ
の
様
子
で

あ
る
。
一
例
と
し
て
図
表
３
で
は
、
一
六
日
の
午
後
二
時

〇
〇
分
か
ら
午
後
四
時
〇
〇
分
の
間
に
行
わ
れ
た

S
ession
を
列
挙
し
て
い
る
。
各

S
ession
に
は
タ
イ
ト

ル
が
付
い
て
お
り
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
関
連
す
る
個
別
報

告
が
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
T
ax
ation
an
d
In
v
estm
en
t

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
S
ession
で
は
、
税
制
が
企
業
の
投

資
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
個
別
報
告
が
四
本
行

わ
れ
た
。
す
べ
て
の
S
ession
の
タ
イ
ト
ル
及
び
個
別
報

告
の
論
題
は
、
国
際
財
政
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ⑵

か
ら
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
S
ession
の
総
数
は

二
つ
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
含
め
る
と
九
一
、

個
別
報
告
の
本
数
は
三
一
二
本
で
あ
る
。
昨
年
の
個
別
報

告
の
本
数
は
約
二
六
〇
本
で
あ
っ
た
の
で
、
今
大
会
は
大

幅
に
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

国際財政学会第68回年次大会に参加して
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写真４ 個別報告（Working Group Sessions）の様子

Fiscal Rules

4Game Theory

4Taxation and Investment

4Tax Systems in International Perspective

3Political Economy I

2International Taxation I

4African Public Finance

個別報告の本数Sessionのタイトル

（出所）国際財政学会資料より作成

図表３ Session の一例

4Retirement Income Security

4Taxation of Firms

3Tax Compliance and Evasion I

4Taxation of the Family

4Decentralization around the World

4Optimal Taxation at the Extensive Margin
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S
ession
の
数
が
九
一
も
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お

り
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
所
得
税
、
法
人

税
、
付
加
価
値
税
と
い
っ
た
主
要
税
目
に
関
す
る
も
の
や

国
際
課
税
や
租
税
競
争
な
ど
政
府
間
の
租
税
問
題
を
扱
っ

た
も
の
な
ど
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
租
税
の
ほ
か
に
も
公

債
、
年
金
、
医
療
、
教
育
、
地
方
財
政
に
関
す
る

S
ession
も
あ
り
、
環
境
問
題
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り

を
反
映
し
て
か
環
境
経
済
学
に
関
す
る
S
ession
が
二
つ

あ
っ
た
。
分
析
手
法
も
理
論
、
デ
ー
タ
を
用
い
た
実
証
的

な
分
析
、
事
例
研
究
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

筆
者
は
、
T
ax
ation
an
d
In
v
estm
en
t、
T
ax
ation

an
d

C
ap
ital
S
tru
ctu
re、
T
ax
ation
,
R
isk
,
an
d

C
ap
ital
な
ど
、
主
に
企
業
に
対
す
る
課
税
や
資
本
に
対

す
る
課
税
を
扱
っ
た
S
ession
に
参
加
し
、
個
別
報
告
を

聞
い
た
。
企
業
に
対
す
る
課
税
を
扱
っ
た
S
ession
が
多

く
、
図
表
３
に
示
し
た
よ
う
に
同
時
刻
に
T
ax
ation
of

F
irm
s
と
T
ax
ation
an
d
In
v
estm
en
t
が
開
催
さ
れ
、

ど
ち
ら
に
参
加
す
る
か
迷
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
の
Ⅲ
節

と
Ⅳ
節
で
は
筆
者
が
参
加
し
た
S
ession
の
中
か
ら
、
ブ

ラ
ジ
ル
の
法
人
税
と
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
二
元
的
所
得
税
に

つ
い
て
の
個
別
報
告
を
取
り
上
げ
て
内
容
を
紹
介
し
た

い
。

⑶

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ベ
ン
ト
︵
S
o
c
ia
l
E
v
e
n
ts
︶

年
次
大
会
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
講
演
や
個
別
報
告
で
あ

る
が
、
大
会
期
間
中
は
様
々
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ベ
ン
ト

が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
参
加
者
が
お
互
い
に
知
り
合
う
貴

重
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
一
六
日
の
夜
に
は
ウ
ェ
ル
カ

ム
・
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
、
一
八
日
の
夜
に
は
デ
ィ
ナ
ー
が
開

催
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
七
日
の
午
後
は
講
演
や
個
別
報
告

は
な
く
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
お
り
、
参
加
者
は

遊
覧
船
に
乗
り
、
ピ
ル
ニ
ッ
ツ
宮
殿
を
観
光
し
、
そ
の
後

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽
し
み
な
が
ら
交
流
を
深
め
た
。

国際財政学会第68回年次大会に参加して
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Ⅲ
．
企
業
の
資
金
調
達
行
動
に
対
す
る

課
税
の
中
立
性
︱
ブ
ラ
ジ
ル
の
ケ
ー

ス
︱

こ

こ

で

は
、
A
loisio
A
lm
eid
a
氏
︵
F
ou
n
d
ation

G
etu
lio

V
arg
as

N
elson

P
aes;
U
F
P
E
︶
が
、

T
ax
ation
an
d
In
v
estm
en
t
と
い
う

S
ession
に
お
い

て
行
っ
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
企
業
の
資
金
調
達
に
対

す
る
課
税
の
中
立
性
に
関
す
る
個
別
報
告
に
つ
い
て
触
れ

た
い
。
報
告
論
題
は
、
T
h
e
in
flu
en
ce
of
in
terest
on

n
et
eq
u
ity
an
d
in
terest
rates
on
tax
n
eu
trality
で

あ
る
。

企
業
の
資
金
調
達
行
動
に
対
し
て
中
立
的
な
税
制
と
し

て
、
ア
メ
リ
カ
の
財
務
省
が
一
九
九
二
年
に
提
案
し
た
Ｃ

Ｂ
Ｉ
Ｔ
︵
C
om
p
reh
en
siv
e
B
u
sin
ess
In
com
e
T
ax
︶

と
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
機
関
で
あ
る
In
stitute
for
F
iscal

S
tu
d
ies
が

一

九

九

一

年

に

提

案

し

た

Ａ

Ｃ

Ｅ

︵
A
llow
an
ce
for
C
orp
orate
E
q
u
ity
︶
が
あ
る
。
多
く

の
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
法
人
税
が
負
債
利
子
の
み
を
課

税
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
の
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
は
負

債
利
子
の
控
除
を
認
め
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
Ａ
Ｃ
Ｅ
は

負
債
利
子
だ
け
で
な
く
、
株
式
の
機
会
費
用
も
控
除
す

る
。
つ
ま
り
、
負
債
に
よ
る
調
達
と
株
式
に
よ
る
調
達
を

税
制
上
等
し
く
扱
う
の
で
あ
る
。
ま
た
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
は
企
業

の
投
資
決
定
に
対
し
て
非
中
立
的
で
あ
る
が
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は

理
論
上
、
企
業
の
投
資
決
定
に
対
し
て
も
中
立
的
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
ド
イ
ツ
が
Ｃ
Ｂ

Ｉ
Ｔ
に
近
い
税
制
を
実
施
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
を
忠
実
に
実
施
し
て
い
る
国
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
実
際
に
い
く
つ
か
の
国
で
導

入
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
現
在
も
制
度
が
存
続
し
て
い
る

国
と
し
て
は
ブ
ラ
ジ
ル
と
ベ
ル
ギ
ー
が
あ
る⑶

。

ブ
ラ
ジ
ル
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
、
株
式
の
帳
簿
価
額
に
対
し
て

証券レビュー 第52巻第 9 号
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長
期
金
利
を
か
け
た
も
の
を
株
式
に
対
す
る
利
子
︵
株
式

の
機
会
費
用
︶
と
考
え
、
こ
の
利
子
の
水
準
ま
で
支
払
配

当
を
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
税
制
で
あ
る
。
た
だ
し
、
利
子
と
見
な
さ
れ
て

い
る
の
で
通
常
の
利
子
と
同
様
に
源
泉
税
が
課
税
さ
れ

る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
が

In
stitu
te
for
F
iscal

S
tu
d
ies
の
提
案
と
異
な
る
部
分
は
株
式
の
機
会
費
用
を

控
除
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
の
配
当
分
を
控
除
す
る
こ

と
と
い
え
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
関
す
る
実

証
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、
K
lem
m
︵
2007︶
が
あ
る

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
導
入

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
負
債
比
率
が

減
少
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
企
業
が
支
払

配
当
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
投
資

に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
明
確
な
結
論
は
得
ら
れ
て
い

な
い
。

A
loisio
A
lm
eid
a
氏
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
デ
ー
タ
を
用
い

て
実
証
的
な
分
析
を
行
い
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
は
資
金

調
達
に
対
す
る
課
税
の
中
立
性
が
完
全
に
は
達
成
さ
れ
て

お
ら
ず
、
税
制
上
も
っ
と
も
有
利
な
資
金
調
達
方
法
は
負

債
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
デ
ー
タ
の

処
理
の
仕
方
や
計
算
方
法
に
問
題
が
見
受
け
ら
れ
た
の

で
、
今
後
さ
ら
に
分
析
の
精
緻
化
が
必
要
な
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
た
。
だ
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
Ａ
Ｃ
Ｅ
を
部
分
的
に

導
入
し
て
い
る
の
で
、
資
金
調
達
に
対
す
る
中
立
性
が
完

全
に
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
結
論
自
体
に
違
和
感

は
な
い
。
ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
つ
い
て
の
実
証
分
析
は
筆

者
の
知
る
限
り

K
lem
m
︵
2007︶
し
か
な
い
の
で
、

A
loisio
A
lm
eid
a
氏
の
研
究
は
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
。

筆
者
も
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
つ
い
て
は
関
心
が
あ
り
、
特
に
ベ
ル

ギ
ー
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
る
。

ベ
ル
ギ
ー
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
つ
い
て
も
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
導
入
国
に
つ
い
て
の
実

証
的
な
分
析
の
必
要
性
を
感
じ
た
。
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Ⅳ
．
二
元
的
所
得
税
の
下
で
の
事
業
所

得
の
配
分
︱
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
ケ
ー

ス
︱

二
元
的
所
得
税
と
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年

代
前
半
に
か
け
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
い
っ
た
北
欧
諸
国
に
お
い
て

導
入
さ
れ
た
所
得
税
制
の
こ
と
で
あ
る
。
所
得
を
勤
労
所

得
と
資
本
所
得
の
二
つ
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
累
進

税
率
を
課
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
低
い
比
例
税
率
を
課
す

税
制
で
あ
る
。
資
本
所
得
を
勤
労
所
得
か
ら
分
離
す
る
こ

と
、
資
本
所
得
に
関
し
て
幅
広
く
損
益
通
算
を
行
う
こ

と
、
異
な
る
資
産
か
ら
の
所
得
を
税
制
上
等
し
く
扱
う
こ

と
な
ど
か
ら
、
わ
が
国
の
金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
の
議

論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た⑷

。
た
だ
し
、
二
元
的
所

得
税
を
実
施
す
る
う
え
で
は
、
非
公
開
法
人
の
経
営
に
参

加
す
る
オ
ー
ナ
ー
が
当
該
法
人
か
ら
受
け
取
る
所
得
の
扱

い
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
二
元
的
所
得
税
の
ア

キ
レ
ス
腱
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
オ
ー
ナ
ー
の
所

得
を
明
確
に
勤
労
所
得
と
資
本
所
得
に
分
け
る
こ
と
が
困

難
な
こ
と
か
ら
、
租
税
回
避
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
ま

れ
、
課
税
の
公
平
性
や
税
収
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

T
h
orn
ton
M
ath
eson
氏︵
In
tern
ation
alM
on
etary

F
u
n
d
︶
は

T
ax
ation
,
R
isk
,
an
d
C
ap
ital
と
い
う

S
ession
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
個
別
報
告
を

行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
勤
労
所
得
と
資
本
所
得
へ
の
配
分

方
式
の
違
い
が
非
公
開
法
人
の
税
負
担
に
与
え
る
影
響
を

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
報

告
論
題
は
、
A
llocatin
g
b
u
sin
ess
in
com
e
b
etw
een

cap
italan
d
lab
or
u
n
d
er
a
d
u
alin
com
e
tax
:th
e
case

of
Icelan
d
で
あ
る
。

ま
ず
配
分
方
式
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
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な
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
グ
ロ
ス
の
事
業
資
産
か
ら
資
本

所
得
を
帰
属
計
算
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
ネ
ッ
ト
の
事
業
資
産
か
ら
資
本
所
得

を
帰
属
計
算
し
て
い
る
。
前
者
の
方
式
は
Ｇ
Ａ
Ｍ

︵
g
ross
assets-b
ased
m
eth
od
︶、
後
者
の
方
式
は
Ｎ
Ａ

Ｍ
︵
n
et
assets-b
ased
m
eth
od
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
国⑸

で
は
資
本
所
得
を
先
に
計

算
し
、
そ
こ
か
ら
勤
労
所
得
を
計
算
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
最
低
賃
金
を
設

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勤
労
所
得
を
確
定
し
、
そ
こ
か
ら

資
本
所
得
を
求
め
る
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
こ
の
方
式
は

Ｍ
Ｗ
Ｍ
︵
m
in
im
u
m
w
ag
e-b
ased
m
eth
od
︶
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
税
収
確
保
の

観
点
か
ら
、
二
〇
一
〇
年
に
Ｍ
Ｗ
Ｍ
を
維
持
し
つ
つ
部
分

的
な
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
。

Ｍ
Ｗ
Ｍ
と
Ｇ
Ａ
Ｍ
お
よ
び
Ｎ
Ａ
Ｍ
を
比
較
す
る
と
、
Ｍ

Ｗ
Ｍ
の
短
所
は
ス
キ
ル
や
努
力
を
観
察
し
て
数
量
化
す
る

こ
と
が
難
し
い
こ
と
、
高
所
得
者
を
優
遇
す
る
こ
と
の
二

点
で
あ
る
。
一
方
、
長
所
は
非
公
開
法
人
の
投
資
行
動
や

資
金
調
達
行
動
に
対
す
る
歪
み
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
と
Ｎ
Ａ
Ｍ
を
比
較
す
る
と
、
簡
素
で
あ
る

こ
と
と
租
税
裁
定
の
機
会
が
少
な
い
こ
と
か
ら
Ｇ
Ａ
Ｍ
の

方
が
し
ば
し
ば
高
く
評
価
さ
れ
る
。

分
析
の
主
な
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
に
お
い
て
Ｇ
Ａ
Ｍ
お
よ
び
Ｎ
Ａ
Ｍ
を
適
用
し
た

場
合
、
非
公
開
法
人
か
ら
の
税
収
が
増
加
す
る
。
②
妥
当

な
帰
属
収
益
率
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
Ｎ
Ａ
Ｍ
の
方
が
Ｇ

Ａ
Ｍ
よ
り
も
高
い
税
収
を
生
む
。
③
Ｇ
Ａ
Ｍ
お
よ
び
Ｎ
Ａ

Ｍ
へ
の
移
行
に
よ
る
税
負
担
の
増
加
の
程
度
は
産
業
に

よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
専
門
サ
ー
ビ

ス
︵
p
rofession
al
serv
ices︶
な
ど
の
熟
練
労
働
集
約

的
産
業
の
税
負
担
は
大
き
く
増
加
す
る
が
、
建
設
業
や
不

動
産
業
な
ど
の
資
本
集
約
的
産
業
の
税
負
担
は
そ
れ
ほ
ど

増
加
し
な
い
と
予
測
さ
れ
る
。
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二
元
的
所
得
税
に
お
け
る
非
公
開
法
人
の
オ
ー
ナ
ー
の

問
題
は
指
摘
さ
れ
て
は
き
た
が
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
、
し
か
も
定
量
的
に
分
析
を
行
っ
た
研
究

は
、
筆
者
の
知
る
限
り
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
の
で
、
大
変

興
味
深
か
っ
た
。

Ⅴ
．
第
六
九
回
年
次
大
会
に
つ
い
て

次
回
の
第
六
九
回
年
次
大
会
は
、
イ
タ
リ
ア
の
シ
チ
リ

ア
島
の
タ
オ
ル
ミ
ー
ナ
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

日
程
は
二
〇
一
三
年
八
月
二
二
日
か
ら
二
五
日
ま
で
で
、

ト
ピ
ッ
ク
は
T
h
e
R
ole
of
th
e
S
tate
in
G
row
th
an
d

D
ev
elop
m
en
t
で
あ
る
。
そ
の
他
の
年
次
大
会
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
ま
だ
発
表
さ
れ
て
い

な
い
。

︵
注
︶

＊
本
稿
Ⅳ
節
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
望
月
正
光
関
東
学
院
大
学
教
授

の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、

あ
り
う
べ
き
誤
り
は
す
べ
て
筆
者
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑴

h
ttp
://w
w
w
.iip
f.org
/in
d
ex
.h
tm

⑵

h
ttp
://w
w
w
.iip
f2012.d
e/_m
ed
ien
/_con
ten
t/files/

IIP
F
2012_P
rog
ram
_5.p
d
f

⑶

ベ
ル
ギ
ー
は
株
式
の
機
会
費
用
に
相
当
す
る
額
を
法
人
税
の
課
税

ベ
ー
ス
か
ら
控
除
す
る
税
制
を
導
入
し
て
い
る
。

⑷

周
知
の
と
お
り
、
わ
が
国
で
は
金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
に
向
け

た
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
完
全
に
実
現
し
た
と
は
い
え

な
い
。
日
本
証
券
業
協
会
、
投
資
信
託
協
会
、
全
国
証
券
取
引
所
が

取
り
ま
と
め
た
、﹁
平
成
二
五
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
﹂

︵
h
ttp
://w
w
w
.jsd
a.or.jp
/k
atsu
d
ou
/teig
en
/zeisei/files/

1206zeisei.p
d
f︶
や
金
融
庁
の
﹁
平
成
二
五
年
度
税
制
改
正
要
望
項

目
﹂︵
h
ttp
://w
w
w
.fsa.g
o.jp
/n
ew
s/24/son
ota/20120907-2/

01.p
d
f︶
に
お
い
て
、
一
体
化
を
促
進
す
る
た
め
の
税
制
措
置
が
要

望
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑸

デ
ン
マ
ー
ク
に
つ
い
て
は
二
元
的
所
得
税
か
ら
以
前
の
税
制
︵
包

括
的
所
得
税
︶
に
戻
っ
た
と
、
報
告
で
は
指
摘
し
て
い
る
。

︵
参
考
文
献
︶

In
stitu
te
for
F
iscal
S
tu
d
ies
︵
1991︶
E
qu
ity
for
C
om
pan
ies:
A
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C
orporation
T
ax
for
th
e
1
9
9
0
s,
A
R
ep
ort
of
th
e
IF
S
C
ap
ital

T
ax
es
G
rou
p
C
h
aired
b
y
M
alcolm
G
am
m
ie.

K
lem
m
,
A
.︵
2007︶

“A
llow
an
ce
for
C
orporate
E
q
u
ity
in

P
ractice,”
C
E
S
ifo
E
con
om
ic
S
tu
d
ies
53(2),
229-262.

U
.
S
.
D
ep
artm
en
t
of
th
e
T
reasu
ry
(1992)
In
tegration
of
th
e

In
d
ivid
u
al
an
d
C
orporate
T
ax
S
ystem
s:
T
axin
g
B
u
sin
ess

In
com
e
O
n
ce,
U
.
S
.
G
ov
ern
m
en
t
P
rin
tin
g
O
ffice.

︵
や
ま
だ

た
だ
お
・
当
研
究
所
主
任
研
究
員
︶
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